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一般社団法人 名古屋市測量設計業協会 定款 

第１章 総 則 

（名 称） 

第１条 法人の名称は、一般社団法人名古屋市測量設計業協会（以下、「本法人」という。） 

とする。 

（主たる事務所 等） 

第２条 本法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。 

（目 的） 

第３条 本法人は、名古屋市内の測量設計業に携わる業者により組織し、測量設計業に 

係る調査研究、技術研修会等の開催、普及・啓発等に関する事業を行い、測量設 

計業界の健全な発展及び地位の向上を図るとともに、社会資本整備の推進に貢献 

し、名古屋市の安心・安全なまちづくり事業の振興及び発展並びに公共の福祉の 

増進に寄与する事を目的とする。 

（事 業） 

第４条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）測量設計業の技術及び経営の改善に関する調査研究 

（２）測量設計業に関する施策等の調査研究 

（３）測量設計業の技術、経営等に関する研修会・講習会の開催 

（４）測量設計業の諸制度、経営等に関する情報及び資料の収集 

（５）測量設計業の社会的使命に関する宣伝及び普及啓発 

（６）関係機関等への要望、連絡、意見交換及び提携等 

（７）その他、本法人の目的を達成するために必要な事業 

２．前項の事業は、名古屋市内において行うものとする。 

（公 告） 

第５条 本法人の公告は、電子公告により行う。 

２．事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をする事ができない場合 

は、官報に掲載する方法とする。
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第２章 会 員 

（法人の構成員） 

第６条 本法人の会員は、次に掲げる２種の会員により構成されるものとする。 

１）正会員 本法人の目的に賛同し、名古屋市に本社を置く、測量法又は 

建設コンサルタント登録規程により登録を受けた者 

２）賛助会員 本法人の目的に賛同し、協力する為に入会した者 

２．前項の会員の内、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

（以下、「法人法」という。）上の社員とする。 

３．会員の内、正会員は原則として一般社団法人 愛知県測量設計業協会の会員で 

ある者とする。 

４．会員は、本法人に対して代表者としての権利を行使する者を定め、これを会長 

に届出るものとする。 

（会員資格の取得） 

第７条 本法人の会員資格を取得しようとする者は、別に理事会で定める会員資格取得 

申込書を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。 

（経費の負担） 

第８条 正会員は、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員の資 

格を得た時及び次年度より毎年、総会において別に定める額を負担する義務を負 

う。 

２．賛助会員は、賛助会員の資格を得た時及び次年度より毎年、総会において別に 

定める額を負担する義務を負う。 

（任意退会） 

第９条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会 

することができる。 

（除 名） 

第１０条 会員が、次のいずれかに該当するに ったときは、総会の  によって当該 

会員を 名することが出 る。 

（１）この定 その他の規則に  したとき 

（２）本法人の名 を  け、又は、目的に する行為があったとき 

（３）その他の 名す き正当な事由があるとき 

２．本法人は、前項の当該会員に対し、総会の か 一  前までに、理由を  

して 名する を 知し、  、総会において  の前に  の機会を与 な 

けれ な ない。 

３．前項の規定により 名が  されたときは、その会員に対し、 知するもの 

とする。
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（会員資格の喪失） 

第１１条 前２条の場合の か、会員は次のいずれかに該当するに ったときは、その資 

格を  する。 

（１）第８条に定める経費の負担義務を  し、１年以上 たさなかったとき 

（２）全ての正会員が同意したとき 

（３）当該会員が  、又は  したとき 

（４）測量法又は建設コンサルタント登録規程に づく登録を取 されたとき 

（会員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第１２条 会員が、前３条の規定によりその資格を  したときは、本法人に対する会員 

としての権利を い、義務を れる。 

 し、会員 格  時以前に   れた  行の義務は、これを れることが 

出 ない。 

２．本法人は、会員がその資格を  しても、  の経費（入会 、会費、賛助 

会費）、その他の 出  は、これを  しない。 

又、その他本法人の資 に対して、 等の  をすることができない。 

第３章 総 会 

（種 類） 

第１３条 本法人の総会は、定時総会及び 時総会の２種とする。 

（構 成） 

第１４条 総会は、正会員をもって構成する。 

２．前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 

（権 限） 

第１５条 総会は、次の事項に いて  する。 

（１）会員の 名 

（２）理事及び 事の 任又は 任 

（３）入会 、会費及び賛助会費の額 

（４）定 の   

（５）  対 表及び  計 書（正 財 増 計 書）の承認 

（６）  及び  財 の   

（７）合 及び事業の全 又は一 の   

（８）前  に定めるものの他、法 に規定する事項及びこの定 に定める 

事項
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（開 催） 

第１６条 定時総会は、毎事業年度   、３  以内に開催する。 

２． 時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

１）理事会において、開催が必要と  されたとき 

２）総正会員の  権の５ の１以上を する正会員か 、会長に対し、 

総会の目的である事項及び 集の理由を して、 集  があったとき 

（招 集） 

第１７条 総会は、法 に別 の定めがある場合を き、理事会の  に づき、会長 

が 集する。 

（議 長） 

第１８条 総会の 長は、総会の開催 とに出 した正会員の か  出する。 

（議決権） 

第１９条 総会における  権は、正会員１名に き１ とする。 

（決 議） 

第２０条 総会の  は、総正会員の   が出 しなけれ   することができない。 

２．総会の  は、出 した正会員の   でこれを する。 

３．前項の規定にかかわ ず、次の  は、総正会員の３ の２以上にあたる  

 をもって行う。 

（１）会員の 名 

（２） 事の 任 

（３）定 の   

（４）   

（５）合 及び事業の全 又は一 の   

（６）その他法 に定めた事項 

４．理事又は 事を 任する  を  するに して、  者 とに第２項に定 

める  を行わなけれ な ない。理事又は 事の  者の合計 が第２２条 

に定める定 を上 る場合には、   の賛成を得た  者の か 得  の 

 い に定 の に達するまでの者を 任することとする。 

（議事録） 

第２１条 総会の 事に いては、法 に定めるとこ により、 事録を 成する。 

２． 事録は、 長及び出 した正会員のうち総会において 出された２名の者 

が、これに 名又は 名  する。
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第４章 役 員 等 

（役員の設置） 

第２２条 本法人に、次の 員を置くものとする。 

１）理事 ６名以上１２名以内 

２） 事 ２名以内 

２．理事のうち、１名を会長、３名以内を 会長とする。 

３．前項の会長及び 会長をもって法人法上の代表理事とする。 

（選 任） 

第２３条 理事及び 事は、正会員（法人の場合にあっては、第   条第４項の規定に 

より届出を行った代表者）の か 総会の  によって 任する。 

２．会長及び 会長は、理事会の  によって理事の か  定する。 

３．第１項の規定にかかわ ず、正会員以 の者を本法人の理事又は 事とする 

必要がある場合には、総会の  によって 任することができる。 

（理事の職務及び権限） 

第２４条 理事は、理事会を構成し、法 及びこの定 に定めるとこ により、 務を 

 行する。 

２．会長及び 会長は、法 及びこの定 に定めるとこ により、本法人を代表 

し、その業務を 行する。 

３．会長及び 会長は、毎事業年度に４  を  る  で２ 以上、  の  

務の 行  を理事会に報告しなけれ な ない。 

（監事の職務及び権限） 

第２５条  事は、理事の 務 行を 査し、法 に定めるとこ により、 査報告を 

 成する。 

２． 事は、 時でも、理事及び使用人に対して事業の報告を め、本法人の業 

務及び財   の調査をすることができる。 

（役員の任期） 

第２６条 理事及び 事の任 は、 任 ２年以内に  する事業年度のうち、  の 

ものに関する定時総会の  の時までとし、 任は げない。 

２．理事又は 事が けた場合、 たに 任された理事又は 事の任 は前任者 

の任   までとする。 

３．理事又は 事は、第２２条に定める定 に りなくなるときは、任 の   

又は 任により退任 も、 たに 任された者が 任するまでは、なお、理事 

又は 事としての権利義務を する。 

（解 任） 

第２７条 理事及び 事は、 時でも、総会の  によって 任することができる。
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（役員の報酬等） 

第２８条 理事及び 事は、 報 とする。 

２．第２３条第３項の規定により、 任した理事及び 事に対しては、総会に 

おいて別に定める報 等の  の  に って 定した額を理事会の  を 

経て 務 行の対 として、  することができる。 

３．理事及び 事には、その 務を行うために要する費用を  することができ 

る。 

４．前２項に関し必要な事項は、理事会の  により別に定める。 

（顧問及び相談役） 

第２９条 本法人に、任意の機関として  及び   を置くことができる。 

２．  は、  経 者の か 理事会の推 により会長が  する。 

３．   は、本法人に  のあった者を理事会の推 により会長が  する。 

４．  及び   は、本法人の 営に関して会長の  に  、又は、会長に 

対し、意見を  ることができる。 

５．  及び   は、 報 とする。 し、その 務を行うために要する費用 

を  することができる。 

６．前項 し書に関し必要な事項は、理事会の  により別に定める。 

７．  及び   は、それ れ２名以内とし、その任 は  した会長の任  

  とする。 

８．  及び   より会長に寄  れた意見は、本法人の意  定の 程に 

おける  に まるものであって、意  定を  する権 は認め れない。 

第５章 理 事 会 

（構 成） 

第３０条 本法人に、理事会を置くものとする。 

２．理事会は、す ての理事をもって構成する。 

（権 限） 

第３１条 理事会は、法 及びこの定 に別に定めるものの か、次の 務を行う。 

（１）本法人の業務 行の 定 

（２）理事の 務の 行の   

（３）会長、 会長の 定並びに   

（招 集） 

第３２条 理事会は、会長が 集する。 

２．会長が けたとき、又は会長に事故があるときは、 理事が理事会を 集す 

る。
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（議 長） 

第３３条 理事会の 長は、会長がこれにあたる。 

（決 議） 

第３４条 理事会の  は、  に いて 別の利 関係を する理事を く理事の  

  が出 し、  、その   の  をもって行う。 

２．前項の規定にかかわ ず、法人法第    条の要 を たしたときは、理事会 

の  があったものと なす。 

（議事録） 

第３５条 理事会の 事に いては、法 に定めるとこ により、 事録を 成する。 

２．出 した会長及び理事のうち理事会において 出された２名の者並びに 事 

は、これに 名又は 名  する。 

第 6 章 委 員 会 

（委員会） 

第３６条 本法人の事業の  な 営を図るために必要と認めるときは、理事会の   

を経て、 員会を設置することができる。 

２． 員会は、総会及び理事会の権 を すものではないものとする。 

３． 員会の 員は、理事会が 任する。 

４． 員会の任務、構成及び 営に関し必要な事項は、理事会の  により別に 

定める。 

第７章 資産及び会計 

（事業年度） 

第３７条 本法人の事業年度は、毎年４ １ に まり 年３ ３１ に わる。 

（事業計画及び収支計算） 

第３８条 本法人の事業計 及び収   書に いては、毎事業年度の開 までに、会 

長が 成し、理事会の承認を得なけれ な ない。 

又、これを  する場合も、同 とする。 

２．前項の書 に いては、主たる事務所に、当該事業年度が  するまでの  

備 置くものとする。
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（事業報告及び決算） 

第３９条 本法人の事業報告及び  に いては、毎事業年度   、会長が次の書  

を 成し、 事の 査を受けた上で、理事会の承認を得なけれ な ない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の    書 

（３）  対 表 

（４）  計 書（正 財 増 計 書） 

（５）  対 表及び  計 書（正 財 増 計 書）の    書 

２．前項で承認が得 れた書 のうち、第１ 、第３ 及び第４ の書 に い 

ては、定時総会に提出し、第１ の書 は内 を報告し、第３ 及び第４ の 

書 は承認を得なけれ な ない。 

３．第１項の書 の か、 査報告を主たる事務所に５年 備 置くとともに、 

定 及び会員名 を主たる事務所に備 置くものとする。 

（剰余金の分配の制限） 

第４０条 本法人は、   の  を行う事ができない。 

第８章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第４１条 この定 は、総会の  によって  することができる。 

（解 散） 

第４２条 本法人は、総会の  その他法 で定め れた事由により  する。 

（残余財産の帰属等） 

第４３条 本法人が、  をする場合において する  財 は、総会の  を経て、 

公 社団法人及び公 財団法人の認定等に関する法律第５条第１７ に掲げ 

る法人又は  しくは地方公共団 に 与するものとする。 

第９章 事 務 局 

（設置等） 

第４４条 本法人の事務を 理するため、事務 を設置する。 

２．事務 には、事務 長及び所要の 員を置く。 

３．事務 長は、理事会の承認を得て会長が任 する。その他の 員は、会長が 

任 する。 

４．事務 長には、理事をもって充てることができる。 

５．事務 の組織並びに 営に関する必要な事項は、理事会の  により別に定 

める。
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第１０章 雑 則 

（その他） 

第４５条 この定 に定めるものの か、本法人の事業の 営上必要な事 は、理事会 

の  により別に定める。 

附 則 

１．この定 は、一般社団法人設 の登 の か 施行する。 

２．この定 施行の時において名古屋市測量設計技術研究会の会員であった者は、第６ 

条第１項の規定に係わ ず、この定 における正会員とすることができる。 

３．本法人の設 時の 員は、次のとおりである。 

設 時理事       年 

設 時理事     利   

設 時理事         

設 時理事         

設 時理事         

設 時理事       

設 時理事       

設 時理事       

設 時理事         

設 時代表理事・会長       年 

設 時代表理事・ 会長     利   

設 時代表理事・ 会長         

設 時 事     正 義 

設 時 事   置     

４．設 時社員の 名及び 所は、次のとおりである。 

１．  所   県  市     市９９１ 地 

  名       年 

２．  所 愛知県名古屋市 種 見  一 目１６ 地 

  名     利   

３．  所 愛知県   市    ２ 目１１４ 地 

  名        


